
核医学専門技術者認定制度規程 
 

 （目 的） 

第１条 核医学専門技術者としての資質の向上と維持をはかるため所定の基準

を設け、その達成度を評価し「核医学専門技術者」を認定することを目

的とする。 

 

（目的の達成） 

第２条 本規程の目的を達成するために単位制を導入し、第３条以下に従って

実施する。 

 

 （申請資格） 

第３条 日本核医学技術学会の正会員または一般会員で有って、かつ、次の各

号の条件を満たしている者。 

   (1) 本会の会員歴が３年以上の者。 

   (2) 核医学技術者として経験年数が５年以上の者。 

   (3) 本会の会費を完納していること。 

 

 （手 続） 

第４条 認定を受けようとする者（以下、申告者と記す）は所定の書類に必要

事項を記入し、認定手数料を添えて、次項に定める期日までに、事務局

に提出しなければならない。 

  ２．申告は、申告しようとする年の 12月 31日までの業績を、1年毎にまと

め翌年１月中に行わなければならない。 

  ３．申告は５００単位を超えたと推定されたとき、行うものとする。 

  ４．申告者は、申告の時から過去 10年以内の業績を申告することが出来る。 

 

 （審査及び認定） 

第５条 提出された書類の審査は専門技術者認定委員会が行い、理事会が承認

する。 

  ２．前項の審査により、認定単位が 500 単位を超えた者を核医学専門技術

者として認定する。 

  ３．第１項の審査により認定された単位は認定単位通知書により申告した

本人に通知する。 

 



 （核医学専門技術者認定証書） 

第６条 前条の規程により核医学専門技術者として認定された者に対して「核

医学専門技術者認定証書」を授与する。 

 

 （単位認定の対象） 

第７条 対象は下記のとおりとする。 

              (1)日本核医学技術学会への参加、発表、座長、司会および講演など 

       ａ  本会総会  

           ｂ  本会核医学技術セミナー  

            ｃ  本会卒後教育プログラム  

            ｄ  本会地方会  

            ｅ  その他、本学会で認めた各種学会、研究会および講習会  

         (2)論文、著作物など  

           ａ  「核医学技術」に掲載された論文、その他  

           ｂ  その他の学術誌などに掲載された論文  

            ｃ  著 書  

            ｄ  その他  

          (3)業務経験  

            ａ  常 勤  

            ｂ  非常勤  

          (4)その他  

 

 （単 位） 

第８条  単位の内訳は別表に定める通りである。 

 

 （核医学専門技術者の業績評価） 

第９条 核医学専門技術者の資質の向上と維持をはかるため、定期的に業績評

価を行う。 

  ２．業績評価は次の方法により行う。 

 (1) 業績評価は核医学専門技術者の認定を受けた時から 3 年毎に行う。 

(2) 過去３年間の業績を所定の申請書にまとめ、審査料を添えて事務局

に提出しなければならない。 

(3) 業績報告の単位認定は第８条（単位）の規程に従って行う。 

(4) 前号の規程により認定された単位は、核医学専門技術者として認定

されたときの認定単位に加算するものとする。 

(5) 前号および(3)号の認定単位は認定単位通知書により申告した本人



に通知する。 

３．核医学専門技術者は前項に規定する業績評価について、100点以上の単

位を取得しなければならない。  

 

 （業績評価の免除） 

第１０条 前条の業績評価による認定単位が通算して 1000 単位に達した者は、

それ以降の業績評価の申請を免除し、総会にて顕彰する。 

 

 （業績評価の保留） 

第１１条 病気その他の理由により単位所得ができなかった場合は、その理由

を申告することができる。 

   ２．申告は書面にて専門技術者認定委員会に提出するものとする。 

   ３．提出された申告書については専門技術者認定委員会で審議し、妥当

性が認められた場合にはその期間に限り業績評価が保留されることが

ある。 

 

 （核医学専門技術者の資格の保留） 

第１２条 業績評価の手続きを怠った者及び業績評価により取得単位を満たす

ことができなかった者に対しては、その旨を通知し、注意を喚起する。 

   ２．２回以上連続してこの通知が無視された場合には、核医学専門技術

者の資格が保留又は取り消されることがある。 

 

（核医学専門技術者認定の取り消し） 

第１３条 核医学専門技術者として認定された者が、次の各号の１つに該当す

るに至ったときは、認定を取り消すことがある。 

     (1)第４条（手続）により提出された書類の記載事項に、事実と違っ

た記載があると認められたとき 

     (2)本会会員として対面を汚すような行為があったとき、又は本会の

名誉を著しく傷つけたとき 

     (3)第 12条（核医学専門技術者の資格の保留）第２項の規程に該当

したとき 

     (4)定款第９条（正会員の資格の喪失）又は同１０条（一般会員・賛

助会員・名誉会員の資格の喪失）の規程に該当して本会会員の資

格を取り消されたとき 

 

 （単位認定結果に対する異議申し立て） 



第１４条 専門技術者認定委員会が査定した単位数に関して異議がある場合に

は、異議を申し立てることができる。 

２．異議申し立ては、書面にて日本核医学技術学会事務局へ提出するも

のとする。 

 

 （改訂） 

第１５条 この規程は理事会の１／２以上の議決により改訂することができる。 

 

 《注》（申請についての補足事項） 

１．申告用紙で、記入欄が足りない場合は同様の書式で別に作成する。 

２．本会の卒後教育プログラム、核医学技術セミナー、他学会等による講習会

の受講単位申告には、受講終了証書又はこれに代わるもののコピーが必要で

ある。 

３．業務単位は所属長の証明（印）が必要である。 

 

付 則 この規程は、平成２年７月１４日より施行する。 

  ２．平成６年８月２７日改正、同日施行。 

  ３．平成１５年９月２０日改正、同日施行。 

  ４．平成２１年３月７日改正、同日施行。 

  ５．平成２２年７月１日改正、同日施行。 

 


